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第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、全国文化的景観地区連絡協議会（略称「文景協」（以下「協議

会」という。）という。 

   第２章 目的及び事業 

（目的） 

第２条 協議会は、加盟する団体が共同して文化的景観の保存整備に関する調査

研究、施策の推進及び情報交換を行い、もって文化的景観を育み、地域住民の

生活と文化の向上に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1)文化的景観の保存整備及び調査研究に関する事業 

 (2)情報収集・発信及び普及に関する事業 

 (3)各種要望活動に関する事業 

 (4)会員研修等に関する共益的事業 

 (5)前各号に掲げるもののほか目的を達成するために必要な事業 

   第３章 会員 

（種別） 

第４条 協議会は、正会員、特別会員及び協議会が認めた賛助会員をもって構成

し、当該各号に定める地方公共団体及び団体等とする。 

(1)正会員 重要文化的景観選定地区を有する自治体・特別区及び選定を目指

している自治体・特別区 

(2)特別会員 本規約の目的に賛同する都道府県 



(3)賛助会員 文化的景観の調査、研究、保存又は管理を行う団体等 

（会費） 

第５条 協議会の会費は、次に掲げる額とする。ただし、特別会員からは会費は

徴収しない。 

(1)正 会 員 年額  市・特別区 ３０，０００円 ・ 町村 １５，０００円 

(2)賛助会員 年額  ５，０００円（１口） 

   第４章 役員 

（役員） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

(1)会 長   1 名 

(2)副会長  若干名 

(3)理 事  若干名 

(4)監 事   2 名 

２ 役員は、正会員の互選により選任する。 

３ 協議会に必要に応じて顧問又は参与を置き、会長が委嘱する。 

（職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその

職務を代行する。 

３ 理事は、総会及び役員会の議決並びにこの規約の定めに基づき、協議会の業

務を執行する。 

４ 監事は、業務の執行状況及び会計その他の事務を監査する。 

５ 顧問及び参与は、会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。 

（任期等） 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、役員は、その任期が満了したときにおいても、後

任者が就任するまでの間は、その任務を行うこととする。 

３ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間又は協議会

が定める日までとする。 

第５章 総会 

（種別） 

第９条 協議会の総会は、年１回とし、会長が招集する。 

（構成） 

第 10 条 総会は、正会員をもって構成する。 

２ 特別会員及び賛助会員は、総会に出席し、必要に応じて意見を述べることが

できる。 



（権能） 

第 11 条 総会は、次の事項について決議する。 

 (1)事業計画及び収支予算 

 (2)事業報告及び収支決算 

 (3)規約の変更 

 (4)役員の選任又は解任 

 (5)その他役員会から付託された事項等 

（議長） 

第 12 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

（議決） 

第 13 条 総会は、正会員の過半数の出席で成立し、議決は、出席会員の過半数

をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。なお、代理人を

もって議決権を行使する者及び当該議事につき委任状をもって予め意志を表

示した者は、これを出席者とみなす。 

（議事録） 

第 14 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを

保存しなければならない。 

 (1)日時及び場所 

 (2)正会員の総数並びに出席者数（表決委任者がある場合はその旨） 

 (3)審議事項 

 (4)議事の経過の概要及び議決結果 

   第６章 役員会 

（構成） 

第 15 条 役員会は、正会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

（権能） 

第 16 条 役員会は、この規約で定めるもののほか次の事項を決議する。 

(1)総会に付すべき事項 

(2)総会から委任された事項 

(3)会費の額に関する事項 

(4)事務局の組織及び運営に関する事項 

(5)その他協議会の業務遂行に必要な事項 

（議長） 

第 17 条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（議決） 

第 18 条 役員会は、役員の３分の２の出席で成立し、議決は、出席者の過半数

をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。なお、代理人を

もって議決権を行使する者及び当該議事につき委任状をもって予め意志を表

示した者は、これを出席者とみなす。 



（議事録） 

第 19 条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ

を保存しなければならない。 

 (1)日時及び場所 

 (2)役員総数及び出席者数（表決委任者がある場合はその旨） 

 (3)審議事項 

 (4)議事の経過の概要及び議決結果 

   第７章 委員会 

（設置） 

第 20 条 協議会に、必要に応じて委員会を設置することができる。 

（構成） 

第 21 条 委員会は、会長が指名した会員をもって構成する。 

２ 委員会には、委員の互選により委員長 1 名を置く。 

３ 委員長は役員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。 

   第８章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 22 条 協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 (1)会員の会費 

 (2)寄付金品 

 (3)財産から生じる収入 

 (4)事業に伴う収入 

 (5)その他の収入 

（資産の管理） 

第 23 条 協議会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決を経て、会

長が別に定める。 

（事業計画及び予算） 

第 24 条 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の

議決を得なければならない。ただし、当該年度の予算が成立していない場合に

おいて、当該予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入又は支出すること

ができる。 

（事業報告及び決算） 

第 25 条 協議会の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後に速やかに

会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。 

（事業年度） 

第 26 条 協議会の事業年度は、４月１日から３月３１日までとする。 



第９章 事務所  

（設置） 

第 27 条 協議会の所在地は、会長の存する自治体・特別区とし、そこに事務所

を置く。 

（事務局） 

第 28 条 協議会の事務所には、事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。 

３ 事務局の職員は、会長が任免する。 

（書類及び帳簿の備置き） 

第 29 条 協議会の事務局には、次に掲げる書類のほか協議会の運営等に関する

関係書類を備えておかなければならない。 

 (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類 

 (2)収入又は支出に関する帳簿及びその証拠書類 

   第 10 章 雑則 

（雑則） 

第 30 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

附 則 

この規約は平成 18 年 7 月 18 日から適用する。 

附 則 

この規約は平成 21 年 7 月 9 日から適用する。 

附 則 

この規約は平成 25 年 10 月 4 日から適用する。 

附 則 

この規約は平成 28 年 11 月 8 日から適用する。 

附 則 

 この規約は平成 29 年 10 月 12 日から適用する。 


